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　　　　告　　　示（第74号－第79号）

○道路の区域の変更� （道路維持課）……………１

○道路の区域の変更� （道路維持課）……………１

○道路の区域の変更� （道路維持課）……………１

○生活保護法に基づく介護機関の指定� （保護・援護課）……………２

○生活保護法に基づく指定介護機関の廃止� （保護・援護課）……………２

○生活保護法に基づく指定介護機関の所在地の変更� （保護・援護課）……………２

　　　　公　　　告

○開発行為に関する工事の完了� （都市計画課）……………３

○開発行為に関する工事の完了� （都市計画課）……………３

○開発行為に関する工事の完了� （都市計画課）……………３

○住宅確保要配慮者居住支援法人の指定� （住宅計画課）……………３

　福岡県告示第74号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区域

を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成31年２月12日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第75号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区域

を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成31年２月12日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第76号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区域

を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

目　　　次

告　　　示

県土整備
事務所名

道路の
種 類 路線名 変 更

前後別 区　　　　間 幅 員
（メートル）

延 長
（メートル）

久留米 県道
浮　羽��
草　野��線
久留米

前

久留米市田主丸町竹野359
番２先から
久留米市田主丸町竹野243
番８先まで

6.5
～
12.6

345.8

後

久留米市田主丸町竹野359
番２先から
久留米市田主丸町竹野243
番８先まで

10.5
～
17.3

345.8

県土整備
事務所名

道路の
種 類 路線名 変 更

前後別 区　　　　間 幅 員
（メートル）

延 長
（メートル）

久留米 県道
浮　羽��
草　野��線
久留米

前

久留米市田主丸町竹野
1823番１先から
久留米市田主丸町中尾
1393番３先まで

5.0
～
23.0

1,013.0

後

久留米市田主丸町竹野
1823番１先から
久留米市田主丸町中尾
1393番３先まで

5.0
～
23.0

1,013.0
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に供する。

　　平成31年２月12日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第77号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項（中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（

平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものと

された場合を含む。）の規定に基づき、介護機関の指定をしたので、生活保護法第55条

の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により

次のように告示する。

　　平成31年２月12日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第78号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条の

２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配

偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第

４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定介護機関

から廃止の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその例

によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成31年２月12日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第79号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条の

２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配

偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第

４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定介護機関

から所在地の変更の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項におい

てその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成31年２月12日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

県土整備
事務所名

道路の
種 類 路線名 変 更

前後別 区　　　　間 幅 員
（メートル）

延 長
（メートル）

久留米 県道
浮　羽��
草　野��線
久留米

前

久留米市草野町矢作516番
９先から
久留米市草野町矢作517番
２先まで

6.4
～
9.9

71.8

後

久留米市草野町矢作516番
９先から
久留米市草野町矢作517番
２先まで

6.4
～
12.9

71.8

指定番号 名　　　称 所　　在　　地 指定年月日 サービス項目

春介薬59 株式会社大賀薬
局　春日岡本店 春日市岡本一丁目106－２ Ｈ 30・９・18 居管・予居管

筑紫介薬47 有限会社みこと
調剤薬局

筑紫野市筑紫駅前通一丁目
25　サンパークビル103号 Ｈ 19・12・１ 居管・予居管

大介薬168 すみれ薬局 大牟田市大字橘1372番地 Ｈ 31・１・１ 居管・予居管

飯介薬17 有限会社サンナ
イ調剤薬局 飯塚市下三緒1268－５ Ｈ 30・12・１ 居管・予居管

指定番号 名　　　称 所　　在　　地 廃止年月日

大居64 グループホームひまわり 大牟田市新地町６－14 Ｈ 30・12・31

直支１
社会福祉法人　愛和会　
愛和園ケアプランサービ
ス

直方市中泉1182番地の25 Ｈ 30・９・30

直居11 愛和園デイサービスセン
ター 直方市大宇中泉1182－25 Ｈ 30・９・30

み居45 小規模多機能ホームねむ
の里 みやま市瀬高町太神1123－１ Ｈ 30・12・31
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　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第36

条第３項の規定により公告する。

　　平成31年２月12日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　糸島市篠原西三丁目744番３、744番４、744番18及び744番31から744番41まで

２　開発許可を受けた者の所在地、名称及び代表者氏名

　　糸島市篠原東一丁目７番20号

　　株式会社髙木建設

　　代表取締役　髙木　善一

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第36

条第３項の規定により公告する。

　　平成31年２月12日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　糸島市篠原西三丁目753番４、757番11及び757番25

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　糸島市池田787番地12

　　東　秀明

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第36

条第３項の規定により公告する。

　　平成31年２月12日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　那珂川市東隈一丁目211番１、211番７及び211番８

２　開発許可を受けた者の所在地、名称及び代表者氏名

　　那珂川市後野二丁目５番21号

　　有限会社松光建設

　　代表取締役　村松　一秀

　公告

　住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成19年法律第112号

）第40条の規定に基づき、住宅確保要配慮者居住支援法人を指定したので、同法第41条

第１項の規定により次のように公示する。

　　平成31年２月12日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

指定番号 名　　　称 旧所在地 新所在地 変更年月日

飯介薬
155

くすの木薬
局 飯塚市横田771－７ 飯塚市伊岐須208－５ Ｈ 30・12・２

嘉麻居
79

ヘルパース
テーション
虹の華

嘉麻市山野603 飯塚市綱分87－１ Ｈ 30・１・１

行居140
ヘルパース
テーション
アクティブ

行橋市行事二丁目18番
15号

京都郡みやこ町節丸
295 Ｈ 30・12・１

公　　　告

支援法人の名称 支援法人の住所 支援業務を行う
事務所の所在地

指　定
年月日

一般社団法人家財整理
相談窓口

東京都新宿区大久保三丁
目８番２号新宿ガーデン
タワー

東京都新宿区大久保三丁
目８番２号新宿ガーデン
タワー

平成 31 年
１月 16 日




